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２ 民 間 給 与 関 係 資 料 
 

平成 18年職種別民間給与実態調査の概要 
 
 この報告の基礎となった東京都人事委員会の職種別民間給与実態調査の概要は、次のとおりである。 

 

(1) 調査の目的及び時期 

   この調査は、一般職の職員（公営企業職員を除く。）の給与を検討するため、平成 18 年４月現

在における民間給与の実態を調査したものである。 

 

(2) 調査機関 

   東京都人事委員会、人事院、特別区人事委員会及び道府県市人事委員会 

 

(3) 調査の範囲 

   ア 調査対象事業所 

     企業規模 50 人以上で、かつ、事業所規模 50 人以上の都内の民間事業所のうち、「漁業」、「鉱

業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業」、「卸売・

小売業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」及び「サービス

業（学術・開発研究機関、その他の生活関連サービス業、物品賃貸業、広告業及び政治・経済・

文化団体）」に分類された 8,984 事業所 

 イ 調査対象職種 

76 職種（うち初任給関係職種 18 職種） 

 

(4) 調査対象の抽出 

 ア 事業所の抽出 

     上記(3)のアに記載した調査対象事業所を、産業、規模等によって層化し、これらの層から

1,082 事業所を無作為に抽出選定した。調査の完了した事業所は第９表のとおりである。 

    イ 従業員の抽出 

     調査事業所において、初任給関係職種以外の調査職種に該当する従業員が多数にのぼるとき

は、抽出した従業員について調査を行った。なお、臨時の従業員及び役員は、すべて除外した。 

    ウ 調査実人員 

     54,509 人（うち初任給関係職種 8,075 人） 
 

第 ９ 表 産業別、企業規模別調査完了事業所数 

   

1,000人以上 1,100人以上 
1,000人未満 100人未満 

企業規模 

 

産  業 

規 模 計 

(1,000人～) (100人～999人) (50人～99人) 

 事業所 事業所 事業所 事業所

漁 業   1   1   0   0 

鉱 業 、 建 設 業  69  26  40   3 

製 造 業 235  95 132   8 

電気・ガス・熱供給・水道業、 
情 報 通 信 業 、 運 輸 業 183  62 108  13 

卸 売 ・ 小 売 業 168  46 109  13 

金 融 ・ 保 険 業 、 不 動 産 業  73  32  39   2 

医 療 、 福 祉 、 教 育 、 
学 習 支 援 業 、 サ ー ビ ス 業  89  20  63   6 

計 818 282 491  45 
  
(注) 上記のほか、実地調査に際し、規模等が調査の対象外であることが判明した事業所等が 264 あった。 
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第 10表 民間における昇給制度の状況 

   

昇 給 制 度 の 内 容 

項  目 
 
 

役職段階 

昇給制度 
あ  り 

自動昇給 査定昇給 昇格昇給 

昇給制度 
な  し 

一 般 従 業 員 87.1 ％ 38.4 ％ 70.1 ％ 34.7 ％ 12.9 ％ 

管理職(課長級) 62.0 ％ 21.8 ％ 50.4 ％ 25.6 ％ 38.0 ％ 
 

(注) 昇給制度の内容は、複数回答である。 

 

第 11表 民間における定期昇給の実施状況 

     

   

項  目 
 
 

役職段階 

定期昇給 
制度あり 定期昇給

実  施 増 額 減 額 変化なし

定期昇給 
停  止 

定期昇給
制度なし

一 般 従 業 員 82.3 ％ 78.2 ％ 37.3 ％  2.8 ％ 38.1 ％  4.1 ％ 17.7 ％ 

管理職(課長級) 52.6 ％ 49.6 ％ 22.1 ％  2.2 ％ 25.3 ％  3.0 ％ 47.4 ％ 
 

(注) ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計した。 

 

第 12表 民間における特別給（賞与）の配分状況 

管 理 職 ( 課 長 級 ) 一 般 従 業 員 
 

一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 

冬  季 49.0 ％ 51.0 ％ 55.8 ％ 44.2 ％ 

 

第 13表 民間における特別給（賞与）の支給状況 

  

1,000 人以上 1,000 人未満 

企 業 規 模 
 
 

区     分 

規 模 計 

(1,000 人～) (50 人～999 人) 

下半期   393,137 円 417,760 円   360,249 円 
平均所定内給与月額 

上半期   394,800 円   419,131 円   363,380 円 

下半期   859,192 円   987,049 円   688,412 円 
特 別 給 の 支 給 額 

上半期   893,540 円   1,030,182 円   717,092 円 

下半期   2.19 月分   2.36 月分   1.91 月分 

上半期   2.26 月分   2.46 月分   1.97 月分 特別給の支給割合 

年間計   4.45 月分   4.82 月分   3.88 月分 
 
(注) 下半期とは平成 17年８月から平成 18年１月まで、上半期とは平成 18年２月から７月までの期間を 

いう。 
 備考 職員の場合、現行の年間支給月数は 4.45 月である。 
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第 14表 民間における住宅手当の支給状況 

支  給  の  有  無 事  業  所  割  合 

支        給 60.9 ％ 

非    支    給 39.1 ％ 

 

第 15表 民間における所定労働時間の状況 

区       分 １ 日 単 位 １ 週 間 単 位 

平均所定労働時間数 ７時間３８分 ３８時間２４分 
 

(注) 平均所定労働時間数は、事務・管理部門の所定労働時間である。 
 

第 16表 公民給与比較の対応関係 

企  業  規  模 

1,000 人以上 100 人以上 1,000 人未満 100 人未満 
行政職給料表 
（一） 

（1,000 人～） （100 人～999 人） （50 人～99 人） 

９  級 支店長、工場長、部長   

８  級 部 次 長   

７  級  
支 店 長 、 工 場 長 、 
部 長 、 部 次 長 

 

６  級 課 長  
支 店 長 、 工 場 長 、 
部 長 、 部 次 長 

５  級 課 長 代 理 課 長 課 長 

４  級 係 長 課 長 代 理 課 長 代 理 

３  級 主 任 係 長 係 長 

２  級 主 任 主 任 

１  級 

係 員 
主 任 、 係 員 主 任 、 係 員 

 
(注) 係制を採っていない事業所において、課長代理以上に直属し、直属の部下を有する主任については、 
  係長に含めている。 
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第 17表 職種別、学歴別、企業規模別初任給月額 

企   業   規   模 

   

1,000人以上  100人以上 
1,000人未満 

100人未満 

区  分 
 
 
 
職  種 

学  歴 
規 模 計 

(1,000人～) (100人～999人) (50人～99人)
    円 円 円 円

大  学  卒 198,015 197,444 198,036 198,966

短  大  卒 170,716 162,333 172,230 180,025 新 卒 事 務 員 

 

高  校  卒 160,831 157,723 161,748 －

大  学  卒 200,733 201,573 200,229 201,375

短  大  卒 175,933 172,525 178,137 － 新 卒 技 術 者 

 

高  校  卒 162,446 156,999 166,807 －

大  学  卒 198,707 198,346 198,622 199,621

短  大  卒 171,604 164,694 173,263 180,025 
新 卒 事 務 員 ・ 

技 術 者 計 

 

 

高  校  卒 161,522 157,293 163,517 －

※ 新 卒 研 究 員  大  学  卒 206,087 184,935 211,106 

短  大  卒 － － － 

※ 新 卒 研 究 補 助 員 

 

高  校  卒 － － － 

※ 準 新 卒 医 師  医  大  卒 － － － 

※ 準 新 卒 薬 剤 師  大  学  卒 199,535 187,000 203,772 

※ 準新卒診療放射線技師  短  大  卒 181,900 181,900 － 

※ 新 卒 栄 養 士  短  大  卒 － － － 

 準 新 卒 看 護 師  養 成 所 卒 208,315 211,272 206,368 

※ 準 新 卒 准 看 護 師  養 成 所 卒 － － － 

※ 新 卒 大 学 助 手  大  学  卒 － － － 

※ 新 卒 高 等 学 校 教 諭  大  学  卒 242,187 － 242,187 

※ 新 卒 船 員  海員学校卒 － － － 
 
(注)１ 金額は、きまって支給する給与から時間外手当、家族手当、通勤手当等特定の者のみに支給される給与を

除き、公務員の地域手当に相当する額を含むものであり、採用のある事業所について平均したものである。 
２「準新卒」とは、平成 17年度中に資格免許を取得し、平成 18年４月までの間に採用された場合をいう。 
なお、医師については、平成 15 年３月医大卒業後、平成 15 年度中に免許を取得し、２年間の臨床研修を修
了した後、平成 18年４月までの間に採用された者に限っている。 

３ ※印のあるものは、調査実人員が 20人以下であることを示す。 
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第 18表 企業規模別、職種別平均給与額等 

その１ 全 職 種 

事務・技術関係職種〔規模計〕 

平 均 給 与 額 

  
区  分 

 
 
職  種 

平均 

年齢 
きまって支

給する給与 所定内給与 時間外手当

備     考 

 歳 円 円 円

支 店 長 51.6 767,955 767,955 0 構成員 50 人以上の支店（社）の長 

事 務 部 長 50.2 721,971 721,971 0
２課以上又は構成員 20 人以上の部の長 
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専
門職 

事 務 部 次 長 49.3 647,997 647,997 0
部長に事故等のあるときの職務代行者 
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長
級専門職 

事 務 課 長 45.7 584,420 577,806 6,614
２係以上又は構成員 10 人以上の課の長 
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専
門職 

事 務 課 長 代 理 41.2 551,746 486,273 65,473

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属
し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し
部下４人以上を有する者、職能資格等が同等と認めら
れる課長代理及び課長代理級専門職 

事 務 係 長 42.8 505,443 428,601 76,842
課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する
者、職能資格等が同等と認められる係長及び係長級
専門職 

事 務 主 任 36.3 440,247 362,481 77,766  

事 務 係 員 32.6 338,304 288,791 49,513  

工 場 長 54.0 766,920 766,920 0 構成員 50 人以上の工場の長 

技 術 部 長 51.7 684,342 684,342 0
２課以上又は構成員 20 人以上の部の長 
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専
門職 

技 術 部 次 長 49.6 680,856 680,856 0
部長に事故等のあるときの職務代行者 
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長
級専門職 

技 術 課 長 46.8 580,796 566,885 13,911
２係以上又は構成員 10 人以上の課の長 
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専
門職 

技 術 課 長 代 理 43.8 552,319 528,456 23,863

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属
し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し
部下４人以上を有する者、職能資格等が同等と認めら
れる課長代理及び課長代理級専門職 

技 術 係 長 42.6 547,432 439,928 107,504
課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する
者、職能資格等が同等と認められる係長及び係長級
専門職 

技 術 主 任 38.4 478,207 392,540 85,667  

技 術 係 員 31.2 356,624 280,020 76,604  

 
(注) 「きまって支給する給与」、「所定内給与」には、通勤手当を含まない。(第 18表においてすべて同じ。) 
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研究関係職種〔規模計〕 

平 均 給 与 額 

  
区  分 

 
 
職  種 

平均 

年齢 
きまって支

給する給与 所定内給与 時間外手当

備     考 

 歳 円 円 円

研 究 所 長 52.4 873,455 873,455 0 構成員 50 人以上の所の長 

研 究 部 （ 課 ） 長 50.4 772,355 765,081 7,274 ２室（係）以上又は構成員 7 人以上の部（課）の長 

研 究 室 （ 係 ） 長 45.4 574,407 574,407 0 構成員 3 人以上の室（係）の長 

主 任 研 究 員 40.8 477,470 436,270 41,200 下記研究員より上位の者 

研 究 員 33.7 432,195 367,487 64,708  

研 究 補 助 員 26.0 264,350 260,140 4,210  

 

医療関係職種〔規模計〕 

平 均 給 与 額 

  
区  分 

 
 
職  種 

平均 

年齢 
きまって支

給する給与 所定内給与 時間外手当

備     考 

 歳 円 円 円

病 院 長 64.7 1,405,149 1,405,149 0 部下に医師又は歯科医師５人以上 

副 院 長 52.7 1,231,047 1,231,047 0 院長に事故等のあるときの職務代行者 

医 科 長 51.4 889,942 833,155 56,787 部下に医師又は歯科医師１人以上 

医 師 38.4 870,666 745,067 125,599  

歯 科 医 師 43.2 716,993 711,193 5,800  

薬 局 長 47.3 524,347 497,315 27,032 部下に薬剤師２人以上 

薬 剤 師 33.3 350,260 309,043 41,217  

診 療 放 射 線 技 師 36.0 392,492 352,373 40,119  

臨 床 検 査 技 師 41.9 404,126 366,445 37,681  

栄 養 士 34.7 298,274 271,171 27,103  

理 学 療 法 士 30.9 296,125 278,321 17,804  

作 業 療 法 士 29.5 253,874 250,201 3,673  

総 看 護 師 長 55.3 590,644 590,644 0 部下に看護師長５人以上 

看 護 師 長 43.9 474,974 431,515 43,459 部下に看護師又は准看護師 5 人以上 

看 護 師 30.7 338,834 279,872 58,962  

准 看 護 師 41.8 343,626 279,543 64,083  
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教育関係職種〔規模計〕 

平 均 給 与 額 

  
区  分 

 
 
職  種 

平均 

年齢 
きまって支

給する給与 所定内給与 時間外手当

備     考 

 歳 円 円 円

大 学 学 長 68.2 862,591 862,591 0  

大 学 副 学 長 61.5 956,750 956,750 0  

大 学 学 部 長 60.6 885,853 885,853 0  

大 学 教 授 54.2 715,433 713,529 1,904  

大 学 助 教 授 45.6 568,752 566,779 1,973  

大 学 講 師 46.2 529,746 527,594 2,152  

大 学 助 手 40.1 410,359 408,817 1,542  

高 等 学 校 校 長 59.6 856,624 856,624 0  

高 等 学 校 教 頭 54.3 732,132 732,132 0  

高 等 学 校 教 諭 42.8 532,318 532,318 0  

 

海事関係職種〔規模計〕 

平 均 給 与 額 

  
区  分 

 
 
職  種 

平均 

年齢 
きまって支

給する給与 所定内給与 時間外手当

備     考 

 歳 円 円 円

船 長 ・ 機 関 長 50.3 951,231 918,551 32,680  

一等航海士・機関士 40.1 822,192 534,456 287,736  

二等航海士・機関士 31.9 638,406 458,329 180,077  

三等航海士・機関士 25.1 543,179 413,723 129,456  

運 航 士 － － － －  

甲 板 長 ・ 操 機 長 50.0 679,644 437,180 242,464  

甲 板 手 ・ 操 機 手 34.0 473,023 301,501 171,522  

甲 板 員 ・ 機 関 員 29.0 452,277 310,623 141,654  

 

技能・労務関係職種〔規模計〕 

平 均 給 与 額 

  
区  分 

 
 
職  種 

平均 

年齢 
きまって支

給する給与 所定内給与 時間外手当

備     考 

 歳 円 円 円

電 話 交 換 手 46.7 329,837 326,234 3,603 見習、外国語の電話交換手を除く 

自家用乗用自動車運転手 52.1 453,861 356,228 97,633  

守 衛 51.9 364,381 333,426 30,955  

用 務 員 57.2 351,009 343,928 7,081  
 
 



－87－ 

 

その２ 公民給与比較の対象職種 

事務・技術関係職種〔1,000人以上〕 

平 均 給 与 額 

  
区  分 

 
 
職  種 

平均 

年齢 
きまって支

給する給与 所定内給与 時間外手当

備     考 

 歳 円 円 円

支 店 長 51.4 774,119 774,119 0 構成員 50 人以上の支店（社）の長（９級） 

事 務 部 長 50.1 763,603 763,603 0
２課以上又は構成員 20 人以上の部の長 
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専
門職（９級） 

事 務 部 次 長 49.5 695,930 695,930 0
部長に事故等のあるときの職務代行者 
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長
級専門職（８級） 

事 務 課 長 45.6 618,386 610,769 7,617
２係以上又は構成員 10 人以上の課の長 
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専
門職（６級） 

事 務 課 長 代 理 40.6 578,996 503,312 75,684

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属
し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し
部下４人以上を有する者、職能資格等が同等と認めら
れる課長代理及び課長代理級専門職（５級） 

事 務 係 長 43.3 528,774 444,443 84,331
課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する
者、職能資格等が同等と認められる係長及び係長級
専門職（４級） 

事 務 主 任 36.1 477,112 382,695 94,417 （３級、一部は４級） 

事 務 係 員 32.9 360,897 303,503 57,394 （１級、２級） 

工 場 長 54.2 783,777 783,777 0 構成員 50 人以上の工場の長（９級） 

技 術 部 長 52.0 727,210 727,210 0
２課以上又は構成員 20 人以上の部の長 
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専
門職（９級） 

技 術 部 次 長 49.7 724,617 724,617 0
部長に事故等のあるときの職務代行者 
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長
級専門職（８級） 

技 術 課 長 47.0 612,749 595,105 17,644
２係以上又は構成員 10 人以上の課の長 
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専
門職（６級） 

技 術 課 長 代 理 44.4 568,402 563,156 5,246

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属
し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し
部下４人以上を有する者、職能資格等が同等と認めら
れる課長代理及び課長代理級専門職（５級） 

技 術 係 長 43.7 589,153 467,626 121,527
課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する
者、職能資格等が同等と認められる係長及び係長級
専門職（４級） 

技 術 主 任 38.9 503,370 412,747 90,623 （３級、一部は４級） 

技 術 係 員 31.1 373,298 288,494 84,804 （１級、２級） 

 
(注) 「備考」欄の（ ）内は、行政職給料表（一）の対応級である。 



－88－ 

 

 

事務・技術関係職種〔100人以上 1,000人未満〕 

平 均 給 与 額 

  
区  分 

 
 
職  種 

平均 

年齢 
きまって支

給する給与 所定内給与 時間外手当

備     考 

 歳 円 円 円

支 店 長 52.8 771,376 771,376 0 構成員 50 人以上の支店（社）の長（７級） 

事 務 部 長 50.4 640,934 640,934 0
２課以上又は構成員 20 人以上の部の長 
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専
門職（７級） 

事 務 部 次 長 48.8 575,447 575,447 0
部長に事故等のあるときの職務代行者 
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長
級専門職（７級） 

事 務 課 長 45.9 519,043 514,298 4,745
２係以上又は構成員 10 人以上の課の長 
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専
門職（５級） 

事 務 課 長 代 理 42.8 460,578 426,875 33,703

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属
し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し
部下４人以上を有する者、職能資格等が同等と認めら
れる課長代理及び課長代理級専門職（４級） 

事 務 係 長 42.3 462,008 405,841 56,167
課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する
者、職能資格等が同等と認められる係長及び係長級
専門職（３級） 

事 務 主 任 36.3 387,701 334,850 52,851 （１級、２級、一部は３級） 

事 務 係 員 32.1 312,430 271,694 40,736 （１級） 

工 場 長 52.0 626,900 626,900 0 構成員 50 人以上の工場の長（７級） 

技 術 部 長 50.8 599,845 599,845 0
２課以上又は構成員 20 人以上の部の長 
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専
門職（７級） 

技 術 部 次 長 49.5 545,095 545,095 0
部長に事故等のあるときの職務代行者 
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長
級専門職（７級） 

技 術 課 長 45.8 497,586 493,098 4,488
２係以上又は構成員 10 人以上の課の長 
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専
門職（５級） 

技 術 課 長 代 理 40.7 520,029 430,331 89,698

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属
し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し
部下４人以上を有する者、職能資格等が同等と認めら
れる課長代理及び課長代理級専門職（４級） 

技 術 係 長 39.9 451,504 371,933 79,571
課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する
者、職能資格等が同等と認められる係長及び係長級
専門職（３級） 

技 術 主 任 37.2 430,681 353,056 77,625 （１級、２級、一部は３級） 

技 術 係 員 31.1 340,415 271,453 68,962 （１級） 

 
(注) 「備考」欄の（ ）内は、行政職給料表（一）の対応級である。 



－89－ 

 

 

事務・技術関係職種〔50人以上 100人未満〕 

平 均 給 与 額 

  
区  分 

 
 
職  種 

平均 

年齢 
きまって支

給する給与 所定内給与 時間外手当

備     考 

 歳 円 円 円

支 店 長 50.0 676,000 676,000 0 構成員 50 人以上の支店（社）の長（６級） 

事 務 部 長 52.2 610,226 610,226 0
２課以上又は構成員 20 人以上の部の長 
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専
門職（６級） 

事 務 部 次 長 49.7 537,240 537,240 0
部長に事故等のあるときの職務代行者 
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長
級専門職（６級） 

事 務 課 長 45.0 456,989 454,705 2,284
２係以上又は構成員 10 人以上の課の長 
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専
門職（５級） 

事 務 課 長 代 理 47.2 438,147 432,167 5,980

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属
し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し
部下４人以上を有する者、職能資格等が同等と認めら
れる課長代理及び課長代理級専門職（４級） 

事 務 係 長 39.9 448,854 353,783 95,071
課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する
者、職能資格等が同等と認められる係長及び係長級
専門職（３級） 

事 務 主 任 37.5 360,257 314,010 46,247 （１級、２級、一部は３級） 

事 務 係 員 33.1 296,230 262,966 33,264 （１級） 

工 場 長 － － － － 構成員 50 人以上の工場の長（６級） 

技 術 部 長 52.5 456,575 456,575 0
２課以上又は構成員 20 人以上の部の長 
職能資格等が同等と認められる部の長及び部長級専
門職（６級） 

技 術 部 次 長 － － － －
部長に事故等のあるときの職務代行者 
職能資格等が同等と認められる部の次長及び部次長
級専門職（６級） 

技 術 課 長 48.5 476,705 476,705 0
２係以上又は構成員 10 人以上の課の長 
職能資格等が同等と認められる課の長及び課長級専
門職（５級） 

技 術 課 長 代 理 45.1 440,401 376,184 64,217

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属
し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し
部下４人以上を有する者、職能資格等が同等と認めら
れる課長代理及び課長代理級専門職（４級） 

技 術 係 長 42.8 462,322 411,559 50,763
課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する
者、職能資格等が同等と認められる係長及び係長級
専門職（３級） 

技 術 主 任 41.3 431,887 378,559 53,328 （１級、２級、一部は３級） 

技 術 係 員 32.8 313,313 260,374 52,939 （１級） 

 
(注) 「備考」欄の（ ）内は、行政職給料表（一）の対応級である。 




